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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的な歪曲収差が残存する撮影光学系を備え、前記撮影光学系を通過した光学像に応
じた画像信号を得る撮像装置であって、
　前記画像信号に対して補正量に応じて幾何学的な座標変換および補間処理を行って前記
歪曲収差を補正する補正手段と、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振機構と、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる前記歪曲収差の軸非対称性に基づいて、前記レンズ
群の偏芯方向およびその偏芯量から前記歪曲収差を補正する補正量を非対称に変更する変
更手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記変更手段は、前記レンズ群の偏芯によって生じる前記歪曲収差の軸非対称性を、少
なくとも前記レンズ群が偏芯して移動する方向、前記レンズ群が偏芯して移動する方向と
逆方向、およびそれ以外の方向の３つの方向における歪曲収差量と、少なくとも前記３つ
の方向における前記レンズ群の偏芯量に対応する歪曲収差量とを予めデータとして保持し
、前記レンズ群の偏芯量と移動方向に基づいて、前記データから前記画像信号が示す画像
における所定の位置の歪曲収差を補正するための補正量を算出することを特徴とする請求
項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　光学防振のための前記レンズ群の偏芯量が所定の偏芯量よりも小さい場合に、前記補正
手段は非対称な歪曲収差の補正を行わないことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像
装置。
【請求項４】
　前記変更手段は、前記補正量を算出する際、保持した前記歪曲収差量を用いて、前記撮
影光学系の光軸を中心とする方位角方向に補間計算を行うことを特徴とする請求項２に記
載の撮像装置。
【請求項５】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置であって、
　前記画像信号が示す画像における特定の画素の色成分の彩度を変更して色にじみを補正
する補正手段と、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振機構と、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の像面湾曲の軸非対称性に基づいて、前記
レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から色にじみの補正量を非対称に変更する変
更手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　前記変更手段は、前記レンズ群の偏芯によって色成分毎の像面湾曲が光軸に対して非対
称に変化する際、色光成分毎のデフォーカス量の変化によって生じる色にじみ量に関する
データを、座標の各々について偏芯方向および偏芯量に応じて保持することを特徴とする
請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記変更手段は、前記レンズ群の偏芯の径方向を軸とした際、この軸に関してその一方
の側のみの前記データを保持することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置であって、
　前記画像信号が示す画像における特定の色成分の歪曲を拡大又は縮小処理によって補正
する補正手段と、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振機構と、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の歪曲収差の光軸に対する非対称性に基づ
いて、前記レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から倍率色収差の補正量を非対称
に変更する変更手段とを有することを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　前記変更手段は、前記レンズ群の偏芯によって色成分毎の歪曲が光軸に対して非対称に
変化する際、色光成分毎の歪曲の変化によって生じる色ずれ量に関するデータを、座標の
各々について偏芯方向および偏芯量に応じて保持することを特徴とする請求項８に記載の
撮像装置。
【請求項１０】
　前記変更手段は、前記レンズ群の偏芯の径方向を軸とした際、この軸に関してその一方
の側のみの前記データを保持することを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　光学的な歪曲収差が残存する撮影光学系を備え、前記撮影光学系を通過した光学像に応
じた画像信号を得る撮像装置の制御方法であって、
　前記画像信号に対して補正量に応じて幾何学的な座標変換および補間処理を行って前記
歪曲収差を補正する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる前記歪曲収差の軸非対称性に基づいて、前記レンズ
群の偏芯方向およびその偏芯量から前記歪曲収差を補正する補正量を非対称に変更する変
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更ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項１２】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置の制御方法であって、
　前記画像信号が示す画像における特定の画素の色成分の彩度を変更して色にじみを補正
する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の像面湾曲の軸非対称性に基づいて、前記
レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から色にじみの補正量を非対称に変更する変
更ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置の制御方法であって、
　前記画像信号が示す画像における特定の色成分の歪曲を拡大又は縮小処理によって補正
する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の歪曲収差の光軸に対する非対称性に基づ
いて、前記レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から倍率色収差の補正量を非対称
に変更する変更ステップとを有することを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　光学的な歪曲収差が残存する撮影光学系を備え、前記撮影光学系を通過した光学像に応
じた画像信号を得る撮像装置で用いられる制御プログラムであって、
　前記撮像装置が備えるコンピュータに、
　前記画像信号に対して補正量に応じて幾何学的な座標変換および補間処理を行って前記
歪曲収差を補正する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる前記歪曲収差の軸非対称性に基づいて、前記レンズ
群の偏芯方向およびその偏芯量から前記歪曲収差を補正する補正量を非対称に変更する変
更ステップとを実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項１５】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置で用いられる制御プログ
ラムであって、
　前記撮像装置が備えるコンピュータに、
　前記画像信号が示す画像における特定の画素の色成分の彩度を変更して色にじみを補正
する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の像面湾曲の軸非対称性に基づいて、前記
レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から色にじみの補正量を非対称に変更する変
更ステップとを実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項１６】
　撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置で用いられる制御プログ
ラムであって、
　前記撮像装置が備えるコンピュータに、
　前記画像信号が示す画像における特定の色成分の歪曲を拡大又は縮小処理によって補正
する補正ステップと、
　前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯させて、ブレの影響を光学的に補正
する光学防振ステップと、
　前記レンズ群の偏芯に応じて生じる色成分毎の歪曲収差の光軸に対する非対称性に基づ
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いて、前記レンズ群が偏芯する径方向およびその偏芯量から倍率色収差の補正量を非対称
に変更する変更ステップとを実行させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、特に、カメラ又は内視鏡などの軸対称の撮像光学系を備え
る撮像装置、その制御方法、および制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンパクトデジタルカメラなどの撮像装置で用いられるズームレンズには所謂超
広角のズームレンズがあり、このようなズームレンズでは広角側において画角に依存する
歪曲収差の発生量が大きくなる。一方、撮影レンズユニットを光学設計する際には、光学
設計を容易にするため撮影レンズユニットにおける歪曲収差補正を減らして、デジタル画
像処理によって電子的に歪曲収差補正を行うことがある。
【０００３】
　さらに、デジタルカメラには高画質動画撮影機能などが搭載され、静止画ばかりではな
く動画撮影も行われており、光学防振機構に対する性能向上が要求されている。そして、
光学防振機構においては主に望遠側における手ぶれ補正が期待されているが、動画撮影な
ど撮影条件によっては広角側においても防振効果が要求される。
【０００４】
　ところで、歪曲収差補正と光学防振機構とを組み合わせて、レンズ群の光収差に起因す
る撮影画像の周縁部における伸び縮みを防止するようにした撮像装置がある（特許文献１
参照）。
【０００５】
　また、ズームレンズの高倍率化および小型化などの結果、撮影レンズユニットの光学設
計の関係上残存する像面湾曲が増加している。そして、広角端における短焦点化と大口径
とに起因して、像面湾曲の影響が大きくなっている。
【０００６】
　一般に、撮影光学系に残存する像面湾曲は波長依存性を有しており、固体撮像素子にお
けるＲＧＢの色チャネル毎の波長分布に基づく色光成分もまた波長依存性を有している。
そして、各色チャネルの色光成分毎に異なる像面湾曲を有しており、特に、軸外、つまり
、画像周辺部分においては、色チャネル毎にデフォーカス量が異なるので、被写体の輪郭
部分にデフォーカスによってはみ出した像成分が色にじみとして現れる。これが所謂色の
フレア成分と相まってパープルフリンジなどとも呼ばれる色の縁取りとなる。
【０００７】
　このような色にじみを防止するため、例えば、複数の色プレーンからなるカラー画像に
対して、カラー画像における色の滲みの強度を推定して、推定された色の滲みの強度推定
値をカラー画像から差し引いて補正するようにしたものがある（特許文献２参照）。
【０００８】
　さらに、ズームレンズの高倍率化および小型化などの結果、撮影レンズユニットの光学
設計の関係上残存する倍率色収差が増加している。そして、広角端における画角の増大に
伴ってさらに倍率色収差が大きくなる。加えて、望遠端の長焦点化に伴って倍率色収差が
大きくなる。
【０００９】
　倍率色収差は波長毎に異なる歪曲収差であるため、画像の座標変換に因る所謂電子歪曲
補正の補正アルゴリズムを、色チャネル毎に個別に適用することで補正するようにしたも
のがある（特許文献３又は４参照）。
【００１０】
　また、撮影レンズユニットの光学設計上で残存する倍率色収差の限度を緩和して、画像
処理に因る電子倍率色収差補正を行うことによって撮影レンズユニットを小型化すること
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が考えられる。
【００１１】
　光学防振機構には種々のものがあるが、例えば、カメラブレに起因するイメージセンサ
に対する光軸移動を抑制するため、撮影レンズユニットの所定のレンズ群を偏芯（シフト
）させる光学防振機構がある。さらに、イメージセンサ自体を移動させるようにした光学
防振機構、そして、透過偏角が可変の可変プリズムを用いた光学防振機構がある。
【００１２】
　ここでは、光学防振機構としてレンズ群を偏芯させる光学防振機構（以下、偏芯防振機
構と呼ぶ）について説明する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００６－１２９１７５号公報
【特許文献２】特開２００８－１４７９８０号公報
【特許文献３】特開平５－３５６８号公報
【特許文献４】特開平５－１１０９２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　歪曲収差の中心はほぼ光軸と連動し、さらに、歪曲収差が同心円状の状態を保ったまま
であれば、光学防振機構によって光軸中心が常にイメージセンサに対して動かないように
制御が行われる。この結果、特許文献１に記載のように、手ブレが検出された際に演算さ
れたズレ補正量に基づいて光学的に振れ補正を行った場合には、補正方向及び補正量を示
す補正ベクトルデータ（歪曲補正パラメータ）に基づいて各画素に対する歪曲補正を行う
と、つまり、歪曲補正パラメータによる補正点を移動させると、手ブレ補正を十分に行う
ことが難しい。
【００１５】
　さらに、特許文献２においては、推定によって色にじみを補正しているため、精度よく
色にじみの補正を行うことが難しい。言い換えると、特許文献２においては、手ぶれ補正
を行いつつ、画像周辺部の像面湾曲による画質劣化の低減することが難しい。
【００１６】
　加えて、特許文献３又は４においては、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部における倍
率色収差に起因する画質劣化を低減することが難しいという問題点がある。
【００１７】
　従って、本発明の第１の目的は、広角において動画撮影を行う際に効果的に手ブレ補正
を行うとともに、画像周辺部における違和感を低減することのできる撮像装置、その制御
方法、および制御プログラムを提供することにある。
【００１８】
　本発明の第２の目的は、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の像面湾曲による画質劣化
の低減を図ることができる撮像装置、その制御方法、および制御プログラムを提供するこ
とにある。
【００１９】
　本発明の第３の目的は、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部における倍率色収差に起因
する画質劣化の低減を図ることができる撮像装置、その制御方法、および制御プログラム
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記の目的を達成するため、本発明による撮像装置は、光学的な歪曲収差が残存する撮
影光学系を備え、前記撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る撮像装置であ
って、前記画像信号に対して補正量に応じて幾何学的な座標変換および補間処理を行って
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前記歪曲収差を補正する補正手段と、前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯
させて、ブレの影響を光学的に補正する光学防振機構と、前記レンズ群の偏芯に応じて生
じる前記歪曲収差の軸非対称性に基づいて、前記レンズ群の偏芯方向およびその偏芯量か
ら前記歪曲収差を補正する補正量を非対称に変更する変更手段とを有することを特徴とす
る。
【００２１】
　また、本発明による撮像装置は、撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得る
撮像装置であって、前記画像信号が示す画像における特定の画素の色成分の彩度を変更し
て色にじみを補正する補正手段と、前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯さ
せて、ブレの影響を光学的に補正する光学防振機構と、前記レンズ群の偏芯に応じて生じ
る色成分毎の像面湾曲の軸非対称性に基づいて、前記レンズ群が偏芯するアジムス方向（
径方向）およびその偏芯量から色にじみの補正量を非対称に変更する変更手段とを有する
ことを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明による撮像装置は、撮影光学系を通過した光学像に応じた画像信号を得
る撮像装置であって、前記画像信号が示す画像における特定の色成分の歪曲を拡大又は縮
小処理によって補正する補正手段と、前記撮影光学系に備えられた所定のレンズ群を偏芯
させて、ブレの影響を光学的に補正する光学防振機構と、前記レンズ群の偏芯に応じて生
じる色成分毎の歪曲収差の光軸に対する非対称性に基づいて、前記レンズ群が偏芯するア
ジムス方向およびその偏芯量から倍率色収差の補正量を非対称に変更する変更手段とを有
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、防振レンズ群の偏芯による歪曲収差の非対称性を効果的に補正するこ
とができ、動画撮影の際の視覚的な違和感を低減することができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の像面湾曲による画質劣化
の確実に低減することができる。
【００２５】
　さらに、本発明によれば、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の倍率色収差による画質
劣化の確実に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は歪曲収差補正の概念を説明するための収差図であり、（Ａ）は歪曲収差を
最大像高において１０数％～３０数％程度まで残存させた撮影レンズユニットを用いた場
合の収差図、（Ｂ）は歪曲収差の少ない撮影レンズユニットを用いた場合の収差図、（Ｃ
）は歪曲収差のない撮影レンズユニットを用いた場合の収差図である。
【図２】画像上の座標変換を説明するための図であり、（Ａ）は図１（Ａ）に対応する画
面を示す図、（Ｂ）は図１（Ｂ）に対応する画面を示す図、図２（Ｃ）は図１（Ｃ）に対
応する画面を示す図である。
【図３】歪曲収差の変化を説明するための図であり、（Ａ）は防振レンズ群に偏芯がない
状態の歪曲収差を示す図、（Ｂ）は防振レンズ群の偏芯量が小さい場合の歪曲収差を示す
図、（Ｃ）は防振レンズ群の偏芯量が大きい場合の歪曲収差を示す図である。
【図４】図３（Ｃ）に示す歪曲収差を詳細に説明するための図である。
【図５】図４におけるアジムス方向毎の歪曲収差を説明するための収差図、（Ａ）は第１
の画角範囲における収差図、（Ｂ）は第２および第３の画角範囲における収差図、（Ｃ）
は第４の画角範囲における収差図である。
【図６】本発明の第１の実施形態によるカメラにおける歪曲収差の補正を説明するための
図である。
【図７】補正後の残存歪曲をゼロとする場合のアジムス方向の補間を説明するための図で
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ある。
【図８】図７に示す像高における歪曲収差とアジムス方向の断面を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態によるカメラにおいて歪曲収差の変化を説明するための
図であり、（Ａ）は防振レンズ群に偏芯がない状態の歪曲収差を示す図、（Ｂ）は防振レ
ンズ群の偏芯量が小さい場合の歪曲収差を示す図、（Ｃ）は防振レンズ群の偏芯量が大き
い場合の歪曲収差を示す図である。
【図１０】図９（Ｃ）についてアジムス方向毎の歪曲収差を説明するための収差図、（Ａ
）は第１の画角範囲における収差図、（Ｂ）は第２のおよび第３の画角範囲における収差
図、（Ｃ）は第４の画角範囲における収差図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態によるカメラにおける歪曲収差の補正を説明するため
の図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態におけるアジムス方向毎の歪曲収差を説明するための
収差図、（Ａ）は第１の画角範囲における収差図、（Ｂ）は第２のおよび第３の画角範囲
と第７および第８の画角範囲における収差図、（Ｃ）は第５および第６の画角範囲におけ
る収差図、（Ｄ）は第４の画角範囲における収差図である。
【図１３】防振レンズ群の偏芯がない場合の像面湾曲を模式的に示す図である。
【図１４】防振レンズ群の偏芯がある場合の色チャネル毎の像面湾曲を模式的に示す図で
ある。
【図１５】画像を複数の領域に分割する際の一例を示す図である。
【図１６】本発明の第４の実施形態によるカメラにおける像面湾曲の補正を説明するため
の図である。
【図１７】露光時間中における防振レンズ群の偏芯を説明するための図であり、（Ａ）は
露光時間中における防振レンズ群の移動軌跡を示す図、（Ｂ）は露光時間中における防振
レンズ群の移動速度を示す図である。
【図１８】図１７（Ｂ）に示す移動速度の変化と略等価な色にじみ量の変化を示す図であ
る。
【図１９】本発明の第５の実施形態によるカメラにおける像面湾曲補正の一例を説明する
ための図である。
【図２０】本発明の第６の実施形態によるカメラにおける像面湾曲補正の一例を説明する
ための図である。
【図２１】防振レンズ群の偏芯がない場合の倍率色収差を模式的に示す図である。
【図２２】防振レンズ群の偏芯がある場合の倍率色収差を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態による撮像装置の一例について図面を参照して説明する。な
お、ここでは、撮像装置としてデジタルカメラ（以下単にカメラと呼ぶ）を例に挙げて説
明する。
【００２８】
　図示はしないが、本発明の実施の形態によるカメラは複数のレンズ（レンズ群）を備え
る撮影レンズユニットを有している。そして、撮影レンズユニットを通過した光学像は、
ＣＭＯＳイメージセンサなどの固体撮像素子に結像する。固体撮像素子は、光電変換によ
って光学像に応じたアナログ信号を出力する。このアナログ信号はＡ／Ｄ変換によってデ
ジタル信号に変換されて、画像処理部に与えられる。画像処理部はデジタル信号に対して
所定の画像処理を行って画像データを得る。この画像データは、例えば、記録媒体に記録
されるとともに、表示部に画像として表示される。
【００２９】
　ところで、本発明の実施の形態によるカメラは、撮影レンズユニットのレンズ群を偏芯
させる光学防振機構（以下、偏芯防振機構と呼ぶ）を備えている。偏芯防振機構による防
振効果を向上させるための手法の一つとして、防振の際に追従可能なレンズの光軸移動量
を拡大する手法がある。一方、レンズ群の偏芯による光学防振の場合には次のような問題
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がある。
【００３０】
　レンズの光軸移動範囲を拡大するためには、レンズ群（以下防振レンズ群とも呼ぶ）の
偏芯量を増大させる必要がある。防振レンズ群の偏芯量が少ない範囲であれば偏芯収差の
影響は少ないものの、偏芯量の増大によって不可避的に偏芯収差が増加してしまう。
【００３１】
　そして、偏芯収差が増加すると、光学的な歪曲収差の非対称性が大きくなる。つまり、
偏芯量が少なく共軸に近い場合には略光軸対称（同心円状）であった歪曲収差が、防振レ
ンズ群の偏芯方向と偏芯量に依存してその非対称性を強める。
【００３２】
　画像処理部による画像処理によって歪曲収差の補正（以下電子歪曲補正と呼ぶ）を行う
とすると、光学設計上で残る歪曲収差量はある程度大きくなる。このため、防振レンズ群
の偏芯によって非対称化する歪曲収差の変化も大きくなってしまう。
【００３３】
　例えば、防振レンズ群が偏芯移動する径方向であるアジムス方向（光軸を中心とした方
位：ａｚｉｍｕｔｈ）のみに、広角側（つまり、広角光学系）において所謂樽型であった
歪曲収差が所謂糸巻き型に変化する。また、逆方向のアジムス方向においては元々残存し
ていた樽型の歪曲収差が一層強められてしまう。
【００３４】
　このため、電子歪曲補正によって光軸に対して対称な補正を行うと、画像の歪曲と補正
条件（補正パラメータ）とが一致しなくなって、画像内で局所的に不適当な歪曲状態が生
じてしまう。
【００３５】
　具体的には、樽型の歪曲収差を前提として歪曲補正を行う際、歪曲収差量に応じて画像
を高い像高方向に引き伸ばす処理が行われる。ところが、糸巻き型の歪曲収差が生じてい
る場合、結像している画像が既に高い像高側に引き伸ばされているので、さらに高い像高
側に引き伸ばす画像処理が行われて、画像が一層引き伸ばされてしまう。
【００３６】
　動画の場合には、上記の現象の影響が顕著になる。例えば、歩きながら動画撮影を行っ
ている際には、防振レンズ群の偏芯状態が撮影時間内で大きく変化する。そして、歪曲の
局所的な変動によって、電子歪曲補正が実際の歪曲収差量と整合しない状態が画像端部の
各所でカメラブレに応じて周期的に発生して、これがユーザに対する違和感の原因となっ
てしまう。
【００３７】
　さらに、偏芯収差が増加すると、像面湾曲の非対称性が大きくなる。つまり、偏芯量が
少なく共軸に近い場合には略光軸対称であった像面湾曲が、防振レンズ群の偏芯方向と偏
芯量に依存し非対称性を強める。
【００３８】
　例えば、防振レンズ群が偏芯移動するアジムス方向（光軸に垂直な平面内にて光軸中心
から外周へ向かう方位角で定義される方向、つまり、方位角方向）のみにおいて、正の像
面湾曲量はレンズ群偏芯量に応じてその量を増大又は減少させる。一方、防振レンズ群が
偏芯移動するアジムス方向と直交するアジムス方向の像面湾曲量は変わらないという非対
称性が強く発生する。
【００３９】
　撮影レンズユニットに残存する色収差としての像面湾曲は撮影レンズを構成する硝材の
分散に依存するので、非対称なレンズ群の偏芯によって色毎に異なった変化をもたらす。
【００４０】
　このため、色光毎の像面湾曲は、防振レンズ群の偏芯量に依存して色毎に異なる非対称
変化を呈し、画像周辺部の色にじみは局所的に異なった色について異なったにじみ量が生
じる。この結果、従来のように、像高を補正パラメータとして色にじみを補正しようとす
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ると正しく補正が難しい。
【００４１】
　このような色にじみは静止画の画質を損なうばかりでなく、動画撮影中においても動的
に変動するため視覚的に違和感が生じてしまう。
【００４２】
　［第１の実施形態］
　ここで、本発明の第１の実施形態によるカメラの基本構成について説明する。
【００４３】
　本発明の実施の形態によるカメラは、所謂３５ｍ換算焦点距離にて２８ｍｍ程度よりも
広角の焦点距離を有する単焦点又はズーム撮影レンズ（撮影レンズユニット）を用いたカ
メラである。そして、広角領域において、当該撮影レンズユニットは所定量だけ樽型の歪
曲収差を残存させるように光学設計されている。さらに、広角領域における撮影において
、画像処理部は、撮影の結果得られた画像信号に対して幾何学的な座標変換を行って樽型
歪曲収差を補正（所謂電子歪曲補正）する機能を備えている。また、前述のように、カメ
ラはレンズ群の偏芯による光学防振機構を備えている。
【００４４】
　一般に、歪曲収差は像高の関数として、次の式（１）で表される。
【００４５】
【数１】

　ここで、ｙ’は理想像高（歪曲のない状態）であり、ｙは実際の像高である。
【００４６】
　上記のｄｉｓｔは、一般的に像高に関する非線形関数である。
【００４７】
　図１は歪曲収差の関数ｄｉｓｔを示す収差図である。そして、図１（Ａ）は歪曲収差を
最大像高において１０数％～３０数％程度まで残存させた撮影レンズユニットを用いた場
合の収差図であり、図１（Ｂ）は歪曲収差の少ない撮影レンズユニットを用いた場合の収
差図である。また、図１（Ｃ）は歪曲収差のない撮影レンズユニットを用いた場合の収差
図である。
【００４８】
　電子歪曲補正を行う場合には、撮影レンズユニットを設計する際、歪曲収差を最大像高
において、例えば、１０数％～３０数％程度まで残存させる（図１（Ａ）参照）。そして
、画像処理部は撮影レンズユニットを用いた撮影の結果得られた画像信号を幾何学的座標
変換によって歪曲収差を補正する。例えば、画像処理部は歪曲収差の少ない撮影レンズユ
ニット（図１（Ｂ）参照）又は歪曲収差のない撮影レンズユニット（図１（Ｃ）参照）で
撮影を行った場合に得られる画像信号と等価な状態に画像信号を変換することになる。
【００４９】
　一般に、広角レンズにおいては、歪曲収差は樽型となり、ほぼ全ての像高において関数
ｄｉｓｔ＜０である。つまり、実際の像高ｙは理想像高ｙ’と比較して小さく結像される
。
【００５０】
　従って、電子歪曲補正は、固体撮像素子から得られた画像信号を、像高毎に関数ｄｉｓ
ｔに応じた量だけ拡大することによって行われる。
【００５１】
　図２は画像上の座標変換を説明するための図である。そして、図２（Ａ）は図１（Ａ）
に対応する画面を示す図であり、図２（Ｂ）は図１（Ｂ）に対応する画面を示す図である
。また、図２（Ｃ）は図１（Ｃ）に対応する画面を示す図である。
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【００５２】
　図２において、実線の枠１は画面サイズに対応する理想像高を示し、破線の枠２は歪曲
収差がある際の理想像高に対応する実際の像高を示している。偏芯防振機構による撮影レ
ンズユニットにおける防振レンズ群の偏芯が小さい場合には、歪曲収差は略軸対称と看做
して、関数ｄｉｓｔを光軸回りに回転させた同心円状とみなしても実質的な問題はない。
つまり、即ち、全てのアジムス角（光軸を中心とした方位角）方向に対して同一の歪曲収
差となる。なお、画面（画像）上においても光軸中心（画面中心）を原点として同様とな
る。
【００５３】
　ところが、偏芯防振機構において所定の防振レンズ群を大きく偏芯させると、歪曲収差
に非対称性が生じる。レンズ群の偏芯したアジムス方向に歪曲収差が非対称になって、例
えば、レンズ軍の偏芯したアジムス方向における歪曲はプラス方向へ変化して、歪曲収差
自体が減少しゼロに近づく。
【００５４】
　また、１８０度逆方向のアジムス方向の歪曲は、マイナス方向にさらに樽型が強まる。
防振レンズ群の偏芯量がさらに増えると、前述の方向の歪曲はゼロを過ぎて糸巻型に転ず
る。防振レンズ群の偏芯方向と直交するアジムス方向はこれらの中間の状態となって、防
振レンズ群の偏芯方向を軸とした線対称な歪曲収差を有する。
【００５５】
　図３は歪曲収差の変化を説明するための図である。そして、図３（Ａ）は防振レンズ群
に偏芯がない状態の歪曲収差を示す図であり、図３（Ｂ）は防振レンズ群の偏芯量が小さ
い場合の歪曲収差を示す図である。また、図３（Ｃ）は防振レンズ群の偏芯量が大きい場
合の歪曲収差を示す図である。
【００５６】
　図３（Ｂ）および図３（Ｃ）は、防振レンズ群が画面対角方向に偏芯した場合の歪曲収
差を示している。図３（Ａ）、図３（Ｂ）、および図３（Ｃ）の順に防振レンズ群の偏芯
量が増加している。また、矢印４および５は防振レンズ群の偏芯のアジムス方向を示す。
そして、矢印４および５の長さは防振レンズ郡の偏芯の大きさを示している。
【００５７】
　図３（Ａ）においてはいずれのアジムス方向においても歪曲収差は同一であるが、図３
（Ｂ）および図３（Ｃ）においてはアジムス方向毎に歪曲収差量が異なっている。なお、
枠１は画面サイズに対応する理想像高を示し、枠２は歪曲収差がある際の理想像高に対応
する実際の像高を示す。
【００５８】
　図４は図３（Ｃ）に示す歪曲収差を詳細に示す図である。
【００５９】
　図４において、防振レンズ群の偏芯方向５は画面対角方向６と一致している。直交方向
７は防振レンズ群の偏芯方向５と直交する方向である。範囲８～１１はそれぞれ画面対角
方向６および直交方向７の半画角分の範囲（画角範囲）を示す。
【００６０】
　図５は、図４におけるアジムス方向毎の歪曲収差を説明するための収差図である。そし
て、図５（Ａ）は第１の画角範囲８における収差図であり、図５（Ｂ）は第２のおよび第
３の画角範囲１０および１１における収差図である。また、図５（Ｃ）は第４の画角範囲
９における収差図である。
【００６１】
　図５に示すように、防振レンズ群に偏芯が生じると、その偏芯量に応じて歪曲収差が変
化して、偏芯方向６を軸として歪曲収差が線対称になる。
【００６２】
　ここで、本発明の第１の実施形態によるカメラにおける歪曲収差の補正について説明す
る。
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【００６３】
　図６は、本発明の第１の実施形態によるカメラにおける歪曲収差の補正を説明するため
の図である。
【００６４】
　図６において、画像が表示される画面は４つの領域１２～１５に分割されている。いま
、偏芯防振機構によって防振レンズ群が所定の偏芯状態にあるとする。この際、図４およ
び図５で説明したように歪曲収差が生じているものとする。図６において領域１２の中心
となるアジムス方向では、図４に示す画角範囲８で示す歪曲収差の状態であり、収差図で
は図５（Ａ）に該当する。
【００６５】
　同様に、領域１５においては図４に示す画角範囲９で示す歪曲収差の状態であり、収差
図では図５（Ｃ）に該当する。領域１３および１４においては、それぞれ図４に示す画角
範囲１０および１１で示す歪曲収差の状態であり、収差図ではともに図５（Ｂ）に該当す
る。
【００６６】
　このように、防振レンズ群が偏芯するアジムス方向を基準として、画面を４つの領域１
２～１５に分割して、各領域の中心となる歪曲収差の状態を３通りに代表させることがで
きる。この歪曲収差の変化の状態は、防振レンズ群が偏芯するアジムス方向と偏芯量に依
存するが、防振レンズ群がいずれの方向に偏芯しても同様である。
【００６７】
　ここで、図４～図６を参照して、歪曲収差の補正について説明する。
【００６８】
　前述のように、防振レンズ群の偏芯量に応じて画面上の歪曲収差の状態を代表する３通
りの歪曲収差の状態が決定される（例えば、図５（Ａ）～図５（Ｃ）の状態）。そして、
防振レンズ群についてその設計値に応じて偏芯量（以下レンズ偏芯量と呼ぶ）に対応した
上記の３通りの歪曲収差量を求めて、カメラが備えるメモリ（図示せず）に記憶する。
【００６９】
　歪曲収差量は、防振レンズ群の偏芯量に対応して変化するので、防振レンズ群の偏芯量
を複数の段階に分けて、各段階で歪曲収差量を計算する。
【００７０】
　まず、レンズ偏芯量が所定の量以下の場合には、歪曲収差が軸対称と見倣して補正パラ
メータを同心円状の補正パラメータとする。次に、歪曲収差の非対称性が無視できなくな
り始めた際、レンズ偏芯量を最大偏芯状態まで３段階とし、偏芯状態３通り×アジムス方
向３通り（偏芯方向と同逆方向及び直交方向）＝９通りの歪曲収差を基準の補正パラメー
タとしてメモリに保持する。
【００７１】
　レンズ偏芯量とアジムス方向が決定した際、３通りの歪曲収差が決定される。図４～図
６に示す状態であるとした場合、図６に示すアジムス範囲１６は、図４に示す画角範囲８
と画角範囲７および１１（つまり、図５（Ａ）と図５（Ｂ））との間の歪曲収差の状態で
ある。
【００７２】
　そこで、アジムス範囲１６内においては、図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示す２つの歪
曲収差を像高毎にアジムス方向に補間する。同様にして、図１に示すアジムス範囲１７に
おいては、図４に示す画角範囲９と画角範囲７および１１（つまり、図５（Ｃ）と図５（
Ｂ））によって同様に補間を行う。
【００７３】
　このようにして得られたアジムス範囲１６および１７における歪曲収差の条件は、図４
に示す画面対角線６を軸として線対称に折り返して使用できるので、画面全体の歪曲収差
の状態が決定できる。この条件から、歪曲補正後の残存歪曲をどのようにするかに応じて
歪曲補正パラメータが確定する。
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【００７４】
　図７は、補正後の残存歪曲をゼロとする場合のアジムス方向の補間を説明するための図
である。
【００７５】
　図７において、”Ａ”～”Ｃ”はそれぞれ図５（Ａ）～図５（Ｃ）に示す収差に対応し
、レンズ偏芯方向と同逆方向および直交方向の３通りの歪曲収差を示している。アジムス
方向が角度θである軸は、図６に示すアジムス方向１８である。また、像高ｈは、図６に
示す像高１９である。図５（Ａ）～図５（Ｃ）（つまり、図６に示すアジムス方向以外の
歪曲）は３通りの歪曲収差に基づいて補間計算によって求める。
【００７６】
　レンズ偏芯量が比較的少ない場合など歪曲収差の変化が少ない場合には、直線補間を用
いるようにしてもよいが、歪曲収差の変化が大きい場合には、直線補間では図５（Ａ）～
図５（Ｃ）に該当する境界付近における連続性がよくない。直線補間では画像に境界線が
現れる場合がある。
【００７７】
　図８は、図７に示す像高ｈにおける歪曲収差とアジムス方向の断面を示す図である。
【００７８】
　図８において、破線２０は歪曲収差を直線補間した状態を示す。特に、”Ｃ”の辺りな
どで歪曲収差の変化が急峻になって、画像にスジのような境界線が現れてしまうことがあ
る。このため、実線２１で示すように滑らかに補間を行う。
【００７９】
　このように、本発明の第１の実施形態では、画像処理部における画像処理の負荷の増大
を抑えつつ、防振レンズ群の偏芯状態に応じて歪曲補正条件（補正パラメータ）を設定す
るようにしたので、防振レンズ群の偏芯による歪曲収差の非対称性を効果的に補正するこ
とができ、特に、動画撮影の際の視覚的な違和感を低減することができる。
【００８０】
　［第２の実施形態］
　続いて、本発明の第２の実施形態によるカメラにおける歪曲収差補正の一例について説
明する。なお、第２の実施形態によるカメラの構成は第１の実施形態と同様である。
【００８１】
　図９は、本発明の第２の実施形態によるカメラにおいて歪曲収差の変化を説明するため
の図である。そして、図９（Ａ）は防振レンズ群に偏芯がない状態の歪曲収差を示す図で
あり、図９（Ｂ）は防振レンズ群の偏芯量が小さい場合の歪曲収差を示す図である。また
、図９（Ｃ）は防振レンズ群の偏芯量が大きい場合の歪曲収差を示す図である。
【００８２】
　図９では、図３に示す例と異なり、防振レンズ群が最も大きく偏芯した際にレンズ移動
方向であるアジムス方向の歪曲が０を通り越してプラス、つまり、糸巻型の歪曲収差にな
ってしまう。
【００８３】
　いま、図９（Ｃ）に示す状態において、図４に示す画角範囲８～１１について、アジム
ス方向毎の歪曲収差を求めると、図１０に示す収差図が得られる。
【００８４】
　図１０は、図９（Ｃ）についてアジムス方向毎の歪曲収差を説明するための収差図であ
る。そして、図１０（Ａ）は第１の画角範囲８における収差図であり、図１０（Ｂ）は第
２のおよび第３の画角範囲１０および１１における収差図である。また、図１０（Ｃ）は
第４の画角範囲９における収差図である。
【００８５】
　図１０に示すように、図１０（Ｃ）のアジムス方向においては、固体撮像素子に光学像
が結像する際、像の端部が固体際像素子外にはみ出してしまっていることがわかる。
【００８６】
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　この場合、当然樽型の歪曲補正のように拡大する補正は意味をなさない。仮に、糸巻型
の歪曲を完全に補正しようとする場合には、像の有効範囲外を撮像する一回り大きな固定
撮像素子を使用するなどの方策が考えられるが現実的ではない。
【００８７】
　糸巻型の歪曲によって固体撮像素子の外にはみ出した像は欠落することになるが、歪曲
収差量に合わせてそのまま歪曲補正を行おうとすると、画像を縮小する方向に座標変換を
行うことになる。その結果、画像端部に暗くケラレた箇所が発生してしまう。
【００８８】
　第２の実施形態では、特定のアジムス方向について、偏芯により歪曲収差がゼロに達し
た時点でそれ以上は歪曲補正なしの状態をメモリに保持する。例えば、歪曲がゼロに達し
たアジムス方向において、その部分ではそのまま画像を使用すればそのアジムス方向に関
しては歪曲のない画像が得られる。歪曲がゼロを越えた時点で、当該アジムス方向の画像
をそのまま固体撮像素子の有効画面範囲で切り取られたまま使用すれば、糸巻型の歪曲に
よる影響は若干残るものの、画像を縮小する歪曲補正をして画面端部が暗くなることを防
止することができる。
【００８９】
　［第３の実施形態］
　続いて、本発明の第３の実施形態によるカメラにおける歪曲収差補正について説明する
。なお、第３の実施形態によるカメラの構成は第１の実施形態と同様である。
【００９０】
　第１の実施形態では歪曲収差を保持するアジムス方向を直交２方向としていたのに対し
、第３の実施形態においては４５°間隔で３方向のアジムス方向において歪曲収差を保持
する。
【００９１】
　図１１は、本発明の第３の実施形態によるカメラにおける歪曲収差の補正を説明するた
めの図である。なお、図１１において、図６に示す要素と同一の要素については同一の参
照番号を付す。
【００９２】
　図１２は、本発明の第３の実施形態におけるアジムス方向毎の歪曲収差を説明するため
の収差図である。そして、図１２（Ａ）は第１の画角範囲８における収差図であり、図１
２（Ｂ）は第２のおよび第３の画角範囲１０および１１と第７および第８の画角範囲２４
および２５における収差図である。また、図１２（Ｃ）は第５および第６の画角範囲２２
および２３における収差図であり、図１２（Ｄ）は第４の画角範囲９における収差図であ
る。
【００９３】
　図１１においては、図６と同様に、画像が表示される画面は４つの領域に分割されてい
る。いま、偏芯防振機構によって防振レンズ群が所定の偏芯状態にあるとする。図１１に
示す画角範囲８においては、その収差図は図１２（Ａ）に該当する。同様に、図１１に示
す画角範囲９においては、その収差図は図１２（Ｄ）に該当する。また、図１１に示す画
角範囲１０および１１と画角範囲２４および２５においては、その収差図はともに図１２
（Ｂ）に該当する。そして、図１１に示す画角範囲２２および２３においては、その収差
図はともに図１２（Ｃ）に該当する。
【００９４】
　第３の実施形態のように、４５°間隔で３方向のアジムス方向において歪曲収差を保持
するようにすれば、補正のための演算量は増加するものの、歪曲収差の補正精度が向上す
る。
【００９５】
　［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態によるカメラについて説明する。
【００９６】



(14) JP 5968169 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

　第４の実施形態によるカメラは、所謂単焦点又はズーム撮影レンズを有するデジタルカ
メラである。そして、カメラはカメラブレが生じた際、防振レンズ群を光軸に垂直な方向
に平行偏芯（シフト）して、固体撮像素子上の像の移動を抑制してブレを防止する機構（
偏芯防振機構）を備えている。
【００９７】
　一般に、撮影レンズユニット（以下撮影レンズ系ともいう）には像面湾曲が残存する。
そして、当該像面湾曲は固体撮像素子のＲＧＢ色チャネル毎の分光分布に依存する色光成
分毎にそれぞれ異なった湾曲を有している。
【００９８】
　図１３は、防振レンズ群の偏芯がない場合の像面湾曲を模式的に示す図である。
【００９９】
　図１３において、カメラで被写体１３０６を撮影する際には、被写体１３０６からの光
線が撮影レンズ系（撮影光学系）１３０３を通過して、固体撮像素子１３０１に結像する
。この際、色チャネル毎に異なる像面湾曲がある場合には、Ｒ又はＢの光線１３０７とＧ
の光線１３０９とは異なる位置に結像し、それぞれ像面１３０８および１３１０を規定す
る。
【０１００】
　固定撮像素子１３０１上の結像のエッジ部分には像面湾曲に起因する色にじみ１３０２
が生ずる。つまり、像面上のある像高において、色光成分毎に異なったデフォーカスが生
ずるので、色チャネル成分によってはエッジ部分がボケた状態になるなど各色の像が正確
に重ならないために色にじみが生じる。
【０１０１】
　なお、図１３においては、説明が煩雑となることを避けるため、便宜上ＲおよびＢを同
一の例としてＲ又はＢとして示しているが、実質的にはＲ成分およびＢ成分はそれぞれ異
なる像面湾曲を呈している。
【０１０２】
　撮影レンズ系１３０３において防振レンズ群１３０４が偏芯していないとすると、ＲＧ
Ｂ色チャネル毎の像面湾曲形状と当該像面湾曲形状に基づく像周辺部分における色にじみ
量とは光軸１３０５に略対称である。但し、僅かに非対称成分を含むとしても製造誤差分
程度の少ない量である。
【０１０３】
　撮影レンズ系１３０３において防振レンズ群１３０４が偏芯すると、像面湾曲は偏芯の
ない状態から非対称に変形する。そして、変形量は防振レンズ群１３０４の偏芯量が大き
くなる程大きくなる。これによって、像面湾曲に依存して変化する色にじみも同様に非対
称に変化する。
【０１０４】
　図１４は、防振レンズ群の偏芯がある場合の色チャネル毎の像面湾曲を模式的に示す図
である。
【０１０５】
　図１４において、像面湾曲が非対称に変化すると、防振レンズ群１３０４が偏芯するア
ジムス方向（図中実線矢印１４０５で示す）の断面において非対称性（軸非対称性）が現
れる。一方、当該偏芯方向を軸として線対称となる。なお、図１４においては、防振レン
ズ群１３０４が偏芯するアジムス方向の断面が示されている。
【０１０６】
　従って、この断面では像面（防振レンズ群偏芯後のＲ又はＢの像面）１４０１は、図中
実線矢印１４０４で示すように変化し、光軸１３０５に対して非対称に変形する。この結
果、結像のエッジ部分には像面湾曲に起因する色にじみ１４０２および１４０３が生ずる
。因みに像面１４０１の形状は紙面に対しては対称な形状となる。
【０１０７】
　本発明の第４の実施形態によるカメラでは、撮影レンズ系１３０３において防振レンズ
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群１３０４が大きく偏芯した際、発生する像面湾曲の非対称変化量又はそれに起因する色
にじみの変化量を、画像上の各位置座標に対応して補正情報として予めメモリに保持して
いる。又は、上記の変化量を防振レンズ群偏芯量の関数として、画像上の各位置座標につ
いて算出可能な演算式および必要な係数をメモリに予め保持する。
【０１０８】
　つまり、防振レンズ群１３０４の偏芯量と色チャネル毎の各像高の像面湾曲量の変化量
（例えば、非線形な変位量）とをテーブルなどで保持する。又は偏芯量および変化量を防
振レンズ群偏芯量の関数として算出可能な演算式と必要な係数として保持する。
【０１０９】
　防振レンズ群１３０４が偏芯するアジムス方向に応じて上記の非対称な変化の方向（軸
）も光軸１３０５回りに回転するので、この回転を考慮したテーブルおよび演算装置を備
える。つまり、１つの方向に偏芯した状態のテーブル又は計算を行って、実際の防振レン
ズ群１３０４の偏芯のアジムス方向に合わせてその結果を光軸１３０５回りに回転させる
ことによってメモリのサイズおよび計算負荷を低減する。
【０１１０】
　また、前述のように、像面湾曲は防振レンズ群１３０４の偏芯のアジムス方向に対して
線対称であるので、テーブルのサイズ又は計算は当該方向に対して半分の領域のみで必要
となる。このため、計算結果などを線対称な座標位置にコピーするだけでよい。
【０１１１】
　さらに、色チャネル毎の像面湾曲量の像高毎の変化を、被写体距離、ズーム位置（焦点
距離）毎にテーブルとして保持する。又は、色チャネル毎の像面湾曲量の像高毎の変化を
、被写体距離、ズーム位置（焦点距離）の関数として算出可能な演算式と必要な係数とし
て保持する。
【０１１２】
　なお、データ数や計算負荷を低減するために画像上の各位置は、画像上を所定の領域に
分割して当該領域毎に同一の値を使用するようにしてもよい。この場合には、領域の境界
付近では急激な変化を避けるため、連続的に接続するような補間処理を行う。
【０１１３】
　図１５は、画像を複数の領域に分割する際の一例を示す図である。
【０１１４】
　図１５に示す例では、アジムス方向と像高方向とに応じて画像を複数の分割領域１５０
１の分割している。
【０１１５】
　図１６は、本発明の第４の実施形態によるカメラにおける像面湾曲の補正を説明するた
めの図である。
【０１１６】
　ここでは、静止画撮影の際に、カメラは露光時間中において防振のため防振レンズ群を
偏芯動作（平行シフトすること）する。そして、この移動軌跡が撮影レンズ系の動径方向
成分のみ又は動径方向成分に支配的である場合について説明する。また、移動軌跡が露光
時間中心時刻付近において、撮影レンズ系の光軸中心近傍の所定の範囲を通過しない場合
について説明する。この状態は、図１６に防振レンズ偏芯軌跡１６０１として示されてい
る。
【０１１７】
　具体的には、防振レンズ群の可動偏芯範囲１６０２の中心１０％の範囲１６０４を露光
時間の中心時刻から±１０％の時間内に通過する場合は、ここでは補正の対象としない。
この状態は、図１６において、防振レンズ偏芯軌跡１６０３として示されている。
【０１１８】
　なお、図１６において、画像（画面ともいう）１６０５の中心（画面中心）１６０６は
光軸に対応し、この画面中心１６０６は防振レンズ偏芯ゼロの位置である。また、レンズ
偏芯位置１６０７は露光時間の中心時刻における防振レンズ群１３０４の偏芯位置を示し
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、レンズ偏芯位置１６０８は露光開始時刻における防振レンズ群１３０４の偏芯位置を示
す。また、レンズ偏芯位置１６０９は露光終了時刻における防止レンズ群１３０４の偏芯
位置を示す。そして、方位角１６１０は画面１６０５の水平線に対するアジムス方向の角
度を示す。
【０１１９】
　第４の実施形態では、防振レンズ群１３０４の偏芯軌跡（つまり、動径方向偏芯）１６
０１に対応して、次の補正行う。
【０１２０】
　まず、露光時間中において、防振レンズ群偏芯量動径方向成分が最小から最大となる時
間中に、防振レンズ群１３０４が偏芯する特定のアジムス方向において像面湾曲の時間的
変化（図１４に実線矢印１４０４で示す像面の非対称変化）が発生する。防振レンズ群１
３０４の非偏芯の際には略光軸対称であった像面湾曲１３０８（図１３）は非対称な変形
（図１４に実線矢印１４０４で示す変形）を連続的に発生する。
【０１２１】
　従って、露光時間中において、画像内では特定の色チャネル成分におけるデフォーカス
が局所的に変化する。その結果、画像内に局所的な色にじみの変動が発生することになる
（図１４に示す色にじみ１４０２および１４０３）。
【０１２２】
　第４の実施形態において、カメラが備える画像処理部は、防振レンズ群１３０４が偏芯
するアジムス方向と露光開始時刻および露光終了時刻の偏芯量とに応じて像面湾曲の変化
する状態から色にじみの補正量に重み付けをした補正処理を行う。この補正処理では、画
像上の位置毎又は所定の領域毎に、像面上の位置毎又は所定の領域毎にデフォーカスの符
号と変動量とに応じて重み付けをした（ＲＢチャネル毎の補正の強さ）色にじみ補正が行
われる。
【０１２３】
　従来、色にじみ補正を行う際には、主にＧチャネルの画像から生成される輝度信号成分
に対してＲＢチャネルの色成分毎のデフォーカス（デフォーカス量）などによるボケが原
因のずれを補正している。Ｇチャネルにおけるエッジ像に対して、ＲＢ各色成分のボケに
よって色がはみ出している部分についてその彩度を下げるなどの処理を行う。
【０１２４】
　この際、はみ出している画像上の画素数（サイズ、幅など）、はみ出している色の彩度
をどの程度下げるかなどの補正の強さが設定されている。従来の補正処理では、一定の条
件を定めて、常にいずれの撮影条件で撮影された画像に対しても当該一定の条件に従って
補正を行うようにしている。
【０１２５】
　第４の実施形態では、色にじみ補正の強さを、次に説明する手法によって画像内で局所
的に設定する。まず、画像処理部は露光開始時刻における防振レンズ群偏芯によって発生
する像面湾曲の非対称変化に基づいて、画像内の色にじみの局所的な分布を取得する。こ
の局所的な分布は、前述のようにテーブルを用いて算出するようにしてもよい。
【０１２６】
　防振レンズ群１３０４の偏芯量と偏芯するアジムス方向とに応じて、画像内のいずれの
アジムス方向およびいずれかの像高において、Ｒ又はＢの色にじみがどのように強くなる
か又は弱くなるかという状態が判る。続いて、画像処理部は露光終了時刻における色にじ
みの局所的な分布を取得する。
【０１２７】
　これら局所的な分布に応じて、露光時間における画像内の色にじみの局所的な変化が露
光時間の両端の条件において明確となる。次に、画像処理部は局所的な変化量の平均を求
めて、当該平均値をもって色にじみ補正処理の重み付けとして用いる。
【０１２８】
　なお、露光時間の両端における平均によって補正処理の重み付けを行う場合には、露光
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時間中の防振レンズ群の偏芯の速度変化が考慮されていない。
【０１２９】
　防振レンズ群１３０４の偏芯の速度はカメラブレの条件によって一定速とは限らない。
偏芯の軌跡が直線上であったとしても、露光開始時刻から暫くは余り移動せず、途中から
高速で移動し露光を終了する場合もある。
【０１３０】
　このような場合には、実際の露光時間中において、露光開始時刻近傍の像面湾曲の状態
であった時間が長く、後半防振レンズ群偏芯量が大きくなった時間には短い時間しか露光
されていないということもある。
【０１３１】
　図１７は露光時間中における防振レンズ群の偏芯を説明するための図である。そして、
図１７（Ａ）は露光時間中における防振レンズ群の移動軌跡を示す図であり、図１７（Ｂ
）は露光時間中における防振レンズ群の移動速度を示す図である。
【０１３２】
　図１７（Ａ）に示すように、防振レンズ群１３０４は動径方向に直線状の軌跡をもって
偏芯する。一方、図１７（Ｂ）に示す例では、防振レンズ群１３０４の移動速度は一定で
はなく、露光時間の後半程、その移動速度が速くなっている。
【０１３３】
　なお、図１７において、点１７０１は露光開始の際の防振レンズ群１３０４の位置を示
し、点１７０２は露光終了の際の防振レンズ群１３０４の位置を示す。また、点１７０３
は露光開始時刻を示し、点１７０４は露光終了時刻を示す。
【０１３４】
　図１７に示す例の場合には、露光開始時刻と露光終了時刻の像面湾曲の条件を等しく平
均するのは適切ではない。従って、移動速度に応じて、防振レンズ群偏芯量（位置）と時
刻に対して重み付けを行うことによって、より正確な補正処理が可能になる。
【０１３５】
　図１８は、図１７（Ｂ）に示す移動速度の変化と略等価な色にじみ量の変化を示す図で
ある。
【０１３６】
　防振レンズ群移動量は、画像上のある位置における像面湾曲量に対応し、その位置の色
にじみ量に対応した量である。従って、図１７（Ｂ）に示す移動速度は、図３に示す画像
上のある箇所の色にじみ量の露光時間中の変化を示すものと略等価である。
【０１３７】
　よって、露光時間中の移動量を時間積分して積分値１８０１を得て、当該積分値を時間
平均すれば、露光時間中の速度変化に対応した重み付けを行うことができる。
【０１３８】
　なお、防振レンズ群１３０４が、露光時間の中心時刻付近に光軸中心近傍を通過すると
、その前後での像面湾曲変化は互いに逆方向の符号を有することになる。つまり、防振レ
ンズ群１３０４の偏芯量がゼロの状態は、所謂基準としての状態であるが、これを跨いで
像面湾曲変動が起こるため、画像上のある位置で見ると、露光時間中に像面湾曲変化が逆
符号で発生する。
【０１３９】
　この場合、これらの影響は、特定の符号を有することなく、且つ露光時間中に積分され
るため、一定方向の色にじみ補正では対処することができない。
【０１４０】
　例えば、露光時間中の前半ではＲ成分がはみ出していて徐々に減少し、露光時間中の後
半ではＢ成分のはみ出しが徐々に増加するという現象である。露光時間中にはこれらが積
分されて、画像上は特定の色にじみの少ない単にボケた状態になる。
【０１４１】
　上述のように、光軸中心を跨ぐような防振レンズ群偏芯の場合は、光軸中心から大きく
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外れて偏芯する場合と比較して、露光時間が同一であれは、露光時間内の偏芯量の絶対量
自体が小さい。このため、画像に対する影響も少ない。従って、光軸中心を跨ぐような防
振レンズ群偏芯の場合には、補正対象としなくとも色にじみ自体の絶対量が少なく問題は
ない。
【０１４２】
　このように、本発明の第４の実施形態では、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の像面
湾曲による画質劣化の確実に低減することができる。
【０１４３】
　［第５の実施形態］
　続いて、本発明の第５の実施形態によるカメラにおける像面湾曲の補正について説明す
る。
【０１４４】
　図１９は、本発明の第５の実施形態によるカメラにおける像面湾曲補正の一例を説明す
るための図である。
【０１４５】
　第５の実施形態では、防振レンズ群１３０４の移動軌跡が円周／動径方向成分の双方を
含む場合についてその動径方向成分に対応した補正を行う。
【０１４６】
　露光時間中における防振レンズ群１３０４の偏芯軌跡は必ずしも直線成分が支配的なも
のとは限らない。図１９に示すように、防振レンズ偏芯軌跡１９０１が露光時間中に曲線
を描く軌跡となることがある。この場合、防振レンズ群偏芯軌跡１９０１の動径方向への
射影成分１９０２を主たる移動軌跡として、第４の実施形態で説明したようにして補正を
行う。
【０１４７】
　この際、防振レンズ群偏芯軌跡１９０１の円周方向への射影成分が所定の範囲１９０３
内であることが必要である。なお、円周方向射影成分アジムス範囲１９０３はアジムス方
向の角度範囲で表されているが、直交座標系の射影成分によって当該範囲を判定するよう
にしてもよい。
【０１４８】
　例えば、防振レンズ群偏芯量の動径方向成分が円周方向偏芯量の１／２以下である場合
に、動径方向成分に基づいて補正が行われる。
【０１４９】
　なお、図１９においては、防振レンズ群偏芯軌跡１９０１は露光開始時刻における防振
レンズ偏芯位置１９０４から曲線を描いて露光終了時刻における防振レンズ偏芯位置１９
０５に達する。
【０１５０】
　このように、本発明の第５の実施形態では、防振レンズ群の移動軌跡が円周／動径方向
成分の双方を含む場合について補正を行って、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の像面
湾曲による画質劣化の確実に低減することができる。
【０１５１】
　［第６の実施形態］
　続いて、本発明の第６の実施形態によるカメラにおける像面湾曲の補正について説明す
る。
【０１５２】
　図２０は、本発明の第６の実施形態によるカメラにおける像面湾曲補正の一例を説明す
るための図である。
【０１５３】
　第６の実施形態では、防振レンズ群１３０４の移動軌跡が円周方向成分のみ又は円周方
向成分が支配的で且つ所定量を越える（方位角の範囲、アジムス方向の範囲として大きい
）場合ついて補正を行う。また、動径方向の防振レンズ群偏芯量は露光時間中に大きく変
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わらないものとする。但し、動径方向には所定量以上の偏芯量があるものとする。
【０１５４】
　第６の実施形態では、防振レンズ群１３０４の偏芯によって、防振レンズ群偏芯軌跡２
００１は円周方向に沿って描かれている。偏芯軌跡２００１は動径方向に所定量以上（つ
まり、所定の範囲以上）の偏芯量（動径方向の距離）２００３を維持しつつ円周方向の範
囲１９０３に渡って偏芯する。
【０１５５】
　露光時間中に動径方向に保つ偏芯量２００３が所定量よりも大きいので、像面湾曲は常
に所定量発生している。これを維持した状態で円周方向に所定のアジムス方向の方位角範
囲１９０３で偏芯が生ずる。このため、像面湾曲は光軸周りに回転する。なお、点２００
２は露光時間の中心時刻における防振レンズ群１３０４の偏芯位置を示す。
【０１５６】
　第４の実施形態と同様にして、露光時間中における像面湾曲変動に伴う色にじみの局所
性に対応した補正を行うことになるが、第６の実施形態では像面湾曲の光軸周りの回転が
伴うので、効果的に補正できる範囲が限られる。
【０１５７】
　第６の実施形態において、補正可能な範囲としては、動径方向において防振レンズ群１
３０４の可動中心からの偏芯量が最大偏芯範囲の１０％に相当する範囲１６０４を越える
場合で且つ円周方向の偏芯の範囲がアジムス方位角範囲で４５°以内（４５°以下）の範
囲である。
【０１５８】
　このように第６の実施形態では、防振レンズ群の移動軌跡が円周方向成分のみ又は円周
方向成分が支配的で且つ所定量を越える場合ついて補正を行って、手ぶれ補正を行いつつ
、画像周辺部の像面湾曲による画質劣化の確実に低減することができる。
【０１５９】
　上述のようにして、第４～第６の実施形態では、防振レンズ群の偏芯による像面湾曲非
対称変動に起因する色にじみの非対称性を良好に補正することができ、静止画の画質およ
び動画撮影の際の視覚的な違和感を低減することができる。
【０１６０】
　［第７の実施形態］
　続いて、本発明の第７の実施形態によるカメラについて説明する。
【０１６１】
　前述のように、防振レンズ群の偏芯量が増大すると偏芯収差が増加して、歪曲収差の非
対称性が大きくなる。そして、波長に依存する歪曲収差である倍率色収差も同様に非対称
性が大きくなる。
【０１６２】
　歪曲収差は、撮像レンズ系の横倍率の特性が、式（２）に応じて像高が高くなる程徐々
にずれる。
【０１６３】
【数２】

　ここで、ｙは像高、ｆは焦点距離、θは半画角を表す。
【０１６４】
　このずれ方は、撮影レンズ系の設計上の特性に依存し、画角に対し非線形な特性を有し
ている。そして、像高が小さくなれば樽型、大きくなれば糸巻型となる。前述のように、
歪曲収差は光軸周りに回転対称であるので、画像の中心に対して回転対称な補正を行うこ
とで対応することが可能である。倍率色収差の補正も同様に光軸周りに回転対称な補正に
よって対応することが可能である。
【０１６５】
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　ところが、防振レンズ群が偏芯すると、歪曲収差および倍率色収差が光軸回りに非対称
に変形する。前述したように、歪曲収差はアジムス方向に沿った方向に非対称化する。一
方、偏芯方向と直交するアジムス方向の歪曲収差は、偏芯方向に関して線対称になる。そ
して、この非対称性は防振レンズ群の偏芯量に依存する。
【０１６６】
　撮影レンズ系に残存する色収差としての倍率色収差は、撮影レンズ系を構成する硝材の
分散に依存するので、防振レンズ群の偏芯によって色毎にその変化が異なる。この結果、
倍率色収差は非対称に変化して、特に、色チャネル毎の歪曲収差の状態が局所的に異なっ
て、防振レンズ群の偏芯に伴う時間的な変動も影響を及ぼす。従って、像高を補正パラメ
ータとして、光軸回りに回転対称として倍率色収差補正を行うと正しく補正することが困
難となって、静止画の画質を損なうばかりでなく、動画撮影においては動的に変動するた
め視覚的に違和感が生じる。
【０１６７】
　第７の実施形態におけるカメラの構成は、第４の実施形態で説明したカメラの構成と同
様である。
【０１６８】
　一般に、撮影レンズ系には歪曲収差が残存する。そして、当該歪曲収差は固体撮像素子
のＲＧＢの色チャネル毎の分光分布に依存する色光成分毎にそれぞれ異なっている。
【０１６９】
　図２１は、防振レンズ群の偏芯がない場合の倍率色収差を模式的に示す図である。なお
、図２１において、図１３に示す要素と同一の要素について同一の参照番号を付す。
【０１７０】
　図２１において、色チャネル毎に異なる歪曲収差を有する場合には、固体撮像素子上の
被写体の明暗の境界（エッジ）の像には倍率色収差２１０１に起因する色ずれが顕著に現
れる。色光成分毎に異なった結像倍率を有するので、色チャネル成分によってエッジの位
置がずれて結像する。このため、色ずれが像面２１０２上のある像高において各色の像が
正確に重ならないため生じる。
【０１７１】
　倍率色収差２１０１において、Ｒ又はＢの像の方がＧの像よりも拡大されているため、
画像中心を基準としてＧの像の画像外側方向にＲ又はＢのはみ出した画像の色ずれが現れ
ることになる。
【０１７２】
　なお、図２１においては、説明が煩雑となることを避けるため、便宜上ＲおよびＢを同
一の光線としてＲ又はＢとして示しているが、一般にはＲ成分およびＢ成分はそれぞれ異
なる横倍率を有している。
【０１７３】
　また、横倍率が像高に応じて、式（２）で示すように一般的に非線形にずれる収差が歪
曲収差である。これが色成分により異なる場合が倍率色収差である。
【０１７４】
　但し、図２１に示す例では、撮影レンズ系１３０３において防振レンズ群１３０４は偏
芯していない。このため、ＲＧＢ色チャネル毎の歪曲収差は光軸１３０５を中心点として
回転対称である。つまり、倍率色収差も光軸１３０５を中心点として回転対称／同心円状
である。従って、像高、つまり、半径方向に対応した一種類の補正条件（補正パラメータ
）を用いて３６０度方向の全てのアジムス方向に対して同一の補正を行えば、倍率色収差
を改善することができる。
【０１７５】
　撮影レンズ系１３０３において防振レンズ群１３０４が大きく偏芯すると、倍率色収差
は偏芯のない状態から光軸回りに回転非対称な形状に変形する。つまり、倍率色収差は同
心円状ではなくなる。
【０１７６】
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　図２２は防振レンズ群の偏芯がある場合の倍率色収差を模式的に示す図である。なお、
図２２は防振レンズ群１３０４が偏芯するアジムス方向の断面として示されている。
【０１７７】
　図２２において、倍率色収差の非対称変化は、防振レンズ群１３０４が偏芯するアジム
ス方向（防振レンズ群偏芯方向）２２０４に沿った方向については非対称であるが、当該
アジムス方向２２０４を軸として線対称となる。
【０１７８】
　図示の例では、倍率色収差２２０１、２２０２、および２２０３が生じ、倍率色収差２
２０１の量は光軸１３０５に対して非対称な変形を示している。この倍率色収差２２０１
の量は、倍率色収差２２０１に対応する反対側の画角における倍率色収差２２０２の量と
は異なる。因みに、倍率色収差は紙面に対しては対称な形状となる。
【０１７９】
　本発明の第７の実施形態によるカメラでは、撮影レンズ系１３０３において防振レンズ
群１３０４が大きく偏芯した際、発生する歪曲収差、つまり、倍率色収差の非対称変化量
又はそれに起因する色にじみの変化量を、画像上の各位置座標に対応して補正情報として
予めメモリに保持している。又は、上記の変化量を防振レンズ群偏芯量の関数として、画
像上の各位置座標について算出可能な演算式および必要な係数をメモリに予め保持する。
【０１８０】
　つまり、防振レンズ群１３０４の偏芯量と色チャネル毎の各像高の歪曲収差の変化量（
例えば、非線形な変位量）とをテーブルなどで保持する。又は偏芯量および変化量を防振
レンズ群偏芯量の関数として算出可能な演算式と必要な係数として保持する。
【０１８１】
　防振レンズ群１３０４が偏芯するアジムス方向に応じて上記の非対称な変化の方向（軸
）も光軸１３０５回りに回転するので、この回転を考慮したテーブルおよび演算装置を備
える。つまり、１つの方向に偏芯した状態のテーブル又は計算を行って、実際の防振レン
ズ群１３０４の偏芯のアジムス方向に合わせてその結果を光軸１３０５回りに回転させる
ことによってメモリのサイズおよび計算負荷を低減する。
【０１８２】
　また、前述のように、歪曲収差は防振レンズ群１３０４の偏芯のアジムス方向に対して
線対称であるので、テーブルのサイズ又は計算は当該方向に対して半分の領域のみで必要
となる。このため、計算結果などを線対称な座標位置にコピーするだけでよい。
【０１８３】
　さらに、色チャネル毎の歪曲収差の量の像高毎の変化を、被写体距離、ズーム位置（焦
点距離）毎にテーブルとして保持する。又は、色チャネル毎の歪曲収差の量の像高毎の変
化を、被写体距離、ズーム位置（焦点距離）の関数として算出可能な演算式と必要な係数
として保持する。
【０１８４】
　なお、データ数や計算負荷を低減するために画像上の各位置は、画像上を所定の領域に
分割して（図１５参照）、当該領域毎に同一の値を使用するようにしてもよい。この場合
には、領域の境界付近では急激な変化を避けるため、連続的に接続するような補間処理を
行う。
【０１８５】
　ここで、本発明の第７の実施形態によるカメラにおける倍率色収差の補正を説明するた
めの図である。なお、倍率色収差の補正について、図１６で説明した像面湾曲の補正と同
様である。
【０１８６】
　図１６を参照して、露光時間中において、防振レンズ群１３０４の偏芯量の動径方向成
分が最小から最大となる時間中に防振レンズ群１３０４が偏芯するアジムス方向において
歪曲収差の時間的変化が発生する。
【０１８７】
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　防振レンズ群１３０４が非偏芯の際には、倍率色収差２１０１（図２１）は光軸に対し
対称である。防振レンズ群１３０４が偏芯した状態では、倍率色収差２２０１、２２０３
、および２２０２（図２２）のように倍率色収差は光軸１３０５に対して非対称となる。
【０１８８】
　図２２に示す倍率色収差２２０１は、図２１に示す倍率色収差２１０１と同等の像高で
ある。図２２に示す倍率色収差２２０２は、防振レンズ群１３０４が偏芯していない状態
では、倍率色収差２１０１と対称で等量である。
【０１８９】
　ところが、防振レンズ群１３０４が偏芯した状態では、倍率色収差２２０１および２２
０２は互いに異なった量となって、光軸１３０５に対して非対称となる。また、中間的な
像高の倍率色収差２２０３も光軸１３０５に対して対称な位置の倍率色収差とは異なった
状態となる。
【０１９０】
　これらの非対称性は、防振レンズ群１３０４の偏芯量に応じて、非対称変化し且つその
量が変化する。その結果、画像内に局所的で且つ露光時間中に時間的な倍率色収差の変動
が発生することになる。そして、この非対称変化は防振レンズ群１３０４の移動時間中に
連続的な変化となる。露光時間中に防振レンズ群１３０４の偏芯が発生する際、これらの
影響は積分された状態で画像に記録される。
【０１９１】
　第７の実施形態では、防振レンズ群１３０４が偏芯するアジムス方向と露光開始時刻お
よび露光終了時刻における偏芯量とに基づいて倍率色収差の変化する状態から倍率色収差
補正の補正量に前述のテーブル又は算出装置によって重み付けをした補正処理を行う。倍
率色収差補正は、所謂歪曲収差補正と同様に、歪曲収差曲線に基づいた像高画像の引き伸
ばし又は縮小処理であっって、この処理が色毎に個別に行われる。
【０１９２】
　つまり、像面上の位置毎又は所定の領域毎に、色毎の引き伸ばし量又は縮小量に重み付
け、言い換えると、ＲＢチャネル毎に強さ（拡大、縮小の程度）を変えた補正行うことに
なる。
【０１９３】
　従来、倍率色収差の補正を行う際には、主にＧチャネルの画像から生成される輝度信号
成分に対して、ＲＢ各チャネルの各色成分のずれを補正するようにしている。Ｇチャネル
におけるエッジ像に対して、ＲＢ各成分のエッジ像のずれによって色がはみ出している場
合には、像高に応じて倍率を変化させることによってＲＢ成分のエッジ像位置をずらす処
理が行われる。この際、はみ出している画像上の画素数（サイズ、幅など）、はみ出して
いる色をどの程度ずらすかなどの補正の強さが設定されている。
【０１９４】
　このような処理は、防振レンズ群１３０４の偏芯のない場合の同心円状の歪曲収差であ
ることを前提とした補正である。第７の実施形態では、倍率色収差補正の強さを、次の手
法によって画像内で局所的に設定する。
【０１９５】
　まず、画像処理部は露光開始時刻における防振レンズ群偏芯によって発生する倍率色収
差の非対称変化に基づいて、画像内の色ずれの局所的な分布を決定する。この局所的な分
布は、前述のようにテーブルを用いて算出するようにしてもよく、又は防振レンズ群のア
ジムス方向と偏芯量に基づいて算出するようにしてもよい。
【０１９６】
　防振レンズ群１３０４の偏芯量と偏芯するアジムス方向とに応じて、画像内のいずれの
アジムス方向およびいずれかの像高において、Ｒ又はＢの歪曲収差がＧの歪曲収差に対し
てどのように強くなるか又は弱くなるかという状態が判る。続いて、画像処理部は露光終
了時刻における色ずれの局所的な分布を決定する。
【０１９７】
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　これら局所的な分布に応じて、露光時間における画像内の倍率色収差の局所的な変化が
露光時間の両端の条件において明確となる。次に、画像処理部は局所的な変化量の平均を
求めて、当該平均値をもって倍率色収差補正処理の重み付けとして用いる。
【０１９８】
　なお、露光時間の両端における平均によって補正処理の重み付けを行う場合には、露光
時間中の防振レンズ群の偏芯の速度変化が考慮されていない。
【０１９９】
　防振レンズ群１３０４の偏芯の速度はカメラブレの条件によって一定速とは限らない。
偏芯の軌跡が直線上であったとしても、露光開始時刻から暫くは余り移動せず、途中から
高速で移動し露光を終了する場合もある。
【０２００】
　このような場合には、実際の露光時間中において、露光開始時刻近傍の色倍率雌雄差の
状態であった時間が長く、後半防振レンズ群偏芯量が大きくなった時間には短い時間しか
露光されていないということもある。
【０２０１】
　ここで、前述の図１７を参照すると、ここでは、露光開始時刻と露光終了時刻の２つの
倍率色収差の条件を等しく平均するのは適切ではない。従って、移動速度に応じて、防振
レンズ群１３０４の偏芯量（位置）と時刻とに対して重み付けを行って補正処理を行う。
【０２０２】
　アジムス方向に対する防振レンズ群１３０４の偏芯量は、画像上のある位置における倍
率色収差量に対応した量であり、図１８に示すように、画像上のある箇所の倍率色収差量
の露光時間中の変化を示すものと略等価である。よって、露光時間中の移動量に対応して
、局所的な倍率色収差量を時間積分して時間平均すれば、露光時間中の速度変化に対応し
た重み付けを行うことができる。
【０２０３】
　なお、防振レンズ群１３０４が、露光時間の中心時刻付近に光軸中心近傍（光軸の中心
位置の近傍）を通過すると、その前後の時間における倍率色収差は互いに逆方向の符号を
有することになる。つまり、防振レンズ群１３０４の偏芯量がゼロの状態は、所謂基準と
しての状態であるが、これを跨いで逆向きの（つまり、逆転する）倍率色収差が生じるた
め、画像上のある位置で見ると、露光時間中に倍率色収差の変化が逆符号で発生する。
【０２０４】
　この場合、これらの影響は、同一の符号ではない倍率色収差の変動が露光時間中に積分
されるため、一定方向の倍率色収差補正では対処することができない。
【０２０５】
　例えば、露光時間中の前半ではＲ成分がはみ出していて徐々に減少し、露光時間中の後
半ではＢ成分のはみ出しが徐々に増加するという現象である。露光時間中にはこれらが積
分されて、画像上は特定の色ずれの少ない単にボケた状態になる。
【０２０６】
　但し、このケースはレンズの設計上の特性に依存するため、全ての撮影レンズ光学系に
当てはまるわけではない。
【０２０７】
　上述のように、光軸中心を跨ぐような防振レンズ群偏芯の場合は、光軸中心から大きく
外れて偏芯する場合と比較して、露光時間が同一であれは、露光時間内の偏芯量の絶対量
自体が小さい。このため、画像に対する影響も少ない。従って、光軸中心を跨ぐような防
振レンズ群偏芯の場合には、補正対象としなくとも倍率色収差自体の絶対量が少なく問題
はない。
【０２０８】
　一方、光軸中心を跨いで防振レンズ群１３０４が偏芯しても、倍率色収差の符号が反転
しない特性の撮影レンズの場合には、光軸中心を跨いで偏芯する場合でも、倍率色収差補
正の方向は相殺しない。この場合には、光軸中心を跨ぐ偏芯であっても、アジムス方向と
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偏芯量のみに応じた補正を行うようにすればよい。
【０２０９】
　このように、本発明の第７の実施形態では、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の倍率
色収差による画質劣化の確実に低減することができる。
【０２１０】
　［第８の実施形態］
　次に、本発明の第８の実施形態によるカメラにおける倍率色収差の補正について説明す
る。なお、第８の実施形態における倍率色収差の補正については、図１９で説明した像面
湾曲の補正と同様である。
【０２１１】
　図１９を参照して、第８の実施形態では、防振レンズ群１３０４の移動軌跡が円周／動
径方向成分の双方を含む場合についてその動径方向成分に対応した補正を行う。
【０２１２】
　露光時間中における防振レンズ群１３０４の偏芯軌跡は必ずしも直線成分が支配的なも
のとは限らない。図１９に示すように、防振レンズ偏芯軌跡１９０１が露光時間中に曲線
を描く軌跡となることがある。この場合、防振レンズ群偏芯軌跡１９０１の動径方向への
射影成分１９０２を主たる移動軌跡として、第７の実施形態で説明したようにして補正を
行う。
【０２１３】
　この際、防振レンズ群偏芯軌跡１９０１の円周方向への射影成分が所定の範囲１９０３
内であることが必要である。なお、円周方向射影成分アジムス範囲１９０３はアジムス方
向の角度範囲で表されているが、直交座標系の射影成分によって当該範囲を判定するよう
にしてもよい。
【０２１４】
　例えば、防振レンズ群偏芯量の動径方向成分が円周方向偏芯量の１／２以下である場合
に、動径方向成分に基づいて補正が行われる。
【０２１５】
　このように、本発明の第８の実施形態では、防振レンズ群の移動軌跡が円周／動径方向
成分の双方を含む場合について補正を行って、手ぶれ補正を行いつつ、画像周辺部の倍率
色収差による画質劣化の確実に低減することができる。
【０２１６】
　［第９の実施形態］
　続いて、本発明の第９の実施形態によるカメラにおける倍率色収差の補正について説明
する。なお、第９の実施形態における倍率色収差の補正については、図２０で説明した像
面湾曲の補正と同様である。
【０２１７】
　図２０を参照して、第９の実施形態では、防振レンズ群１３０４の移動軌跡が円周方向
成分のみ又は円周方向成分が支配的で且つ所定量を越える場合ついて補正を行う。また、
動径方向の防振レンズ群偏芯量は露光時間中に大きく変わらないものとする。但し、動径
方向には所定量以上の偏芯量があるものとする。
【０２１８】
　第９の実施形態では、防振レンズ群１３０４の偏芯によって、防振レンズ群偏芯軌跡２
００１は円周方向に沿って描かれている。偏芯軌跡２００１は動径方向に所定量以上の偏
芯量２００３を維持しつつ円周方向の範囲１９０３に渡って偏芯する。
【０２１９】
　露光時間中に動径方向に保つ偏芯量２００３が所定量よりも大きいので、倍率色収差の
非対称性は常に所定量発生している。これを維持した状態で円周方向に所定のアジムスの
方位角範囲１９０３で偏芯が生ずる。このため、倍率色収差の非対称は光軸回りに回転す
る。
【０２２０】
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　第７の実施形態と同様にして、露光時間中における倍率色収差変動に伴う色ずれの局所
性に対応した補正を行うことになるが、第９の実施形態では倍率色収差が光軸回りの回転
が伴うので、効果的に補正できる範囲が限られる。
【０２２１】
　第９の実施形態において、補正可能な範囲としては、動径方向の防振レンズ群偏芯量が
最大偏芯範囲の１０％の範囲１６０４を越える場合で且つ円周方向の偏芯の範囲がアジム
ス方位角範囲で４５°以内の範囲である。
【０２２２】
　このように第９の実施形態では、防振レンズ群の移動軌跡が円周方向成分のみ又は円周
方向成分が支配的で且つ所定量を越える場合ついて補正を行って、手ぶれ補正を行いつつ
、画像周辺部の倍率色収差による画質劣化の確実に低減することができる。
【０２２３】
　上述のようにして、第７～第９の実施形態では、防振レンズ群の偏芯による倍率色収差
の非対称変動に起因する色ずれの非対称性を良好に補正することができ、静止画の画質お
よび動画撮影の際の視覚的な違和感を低減することができる。
【０２２４】
　上述の説明から明らかなように、本発明による撮像装置は、ＣＰＵなどの画像処理装置
を備えており、この画像処理装置が補正手段および変更手段として機能する。
【０２２５】
　以上、本発明について実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形
態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。
【０２２６】
　例えば、上記の実施の形態の機能を制御方法として、この制御方法を撮像装置に実行さ
せるようにすればよい。また、上述の実施の形態の機能を有するプログラムを制御プログ
ラムとして、当該制御プログラムを撮像装置が備えるコンピュータに実行させるようにし
てもよい。なお、制御プログラムは、例えば、コンピュータに読み取り可能な記録媒体に
記録される。
【０２２７】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記録媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０２２８】
　１２～１５　領域
　１３０１　固体撮像素子
　１３０３　撮影レンズ系
　１３０４　防振レンズ群
　１３０５　光軸
　１３０６　被写体
　１３０７　Ｒ又はＢ光線
　１３０８，１３１０　像面
　１３０９　Ｇ光線
　１４０５　アジムス方向



(26) JP 5968169 B2 2016.8.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(27) JP 5968169 B2 2016.8.10

【図５】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(28) JP 5968169 B2 2016.8.10

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(29) JP 5968169 B2 2016.8.10

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(30) JP 5968169 B2 2016.8.10

【図２１】 【図２２】

【図６】



(31) JP 5968169 B2 2016.8.10

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－１２９１７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３０１０９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２０１０７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２９６４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５５４２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０６５０９７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　
              Ｇ０３Ｂ　　　５／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

